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《特集》貧困と格差の打開へ──労働者の生活を守る

郵政における非正規社員の正社員化に
向けたとりくみ

家門 和宏

● レポート〈郵政ユニオン〉

現在、日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、

かんぽ生命のグループ全体で、約 40万人が働い

ている。そのうち、およそ半分の 19万人が非正

規で働いている。この数は、約 25 万人のイオン

グループに続き、郵政グループが日本で２番目

に多い、非正規社員を雇用する企業となる。

郵便局では、非正規社員は「期間雇用社員」

とよばれるが、半年ごとの契約を更新し、10年、

20 年と働き続ける労働者も決して珍しくない。

全国の郵便局で、非正規社員がいなくなれば、

郵便、貯金、保険の郵政３事業は、一日たりと

て運営することはできない。郵政非正規社員は、

「期間」雇用ではなく、職場の中心的役割を担う、

「基幹」労働者として働き続けている。

2005 年、郵政民営化法案が参議院で否決され、

「自民党をぶっ潰す」と小泉・郵政解散が強行さ

れた。郵政を民営化すれば社会は、バラ色にな

るかのような幻想を振りまき、2007 年 10 月、郵

政民営化が強行された。その後、2008 年リーマ

ンショックがおこり、その年末には、職を失っ

た労働者が、「年越し派遣村」で、飢えと寒さを

しのがざるを得ない状況に追い込まれた。

2009 年９月に政権交代がおこり、民主・社民・

国民新党による連立政権が誕生。「国民共有の財

産である郵便局ネットワークの活用」「郵便局

ネットワークを格差是正の拠点に」などの郵政

改革の基本方針が閣議決定された。当時、郵政

改革担当であった、亀井金融担当大臣は、格差

是正の拠点で働く郵便局の労働者がワーキング

プアであっていいわけがない、と「郵政非正規

労働者 10万人の正社員化」の号令が出された。

私たちは、2012 年６月に全労連加盟の郵政産

業労働組合と、全労協加盟の郵政労働者ユニオ

ンが組織を統一して、現在の郵政産業労働者ユ

ニオン（郵政ユニオン）を結成した。組織統一

以前から、両組織で郵政民営化反対、民営化見

直しの闘いを取り組み、職場の課題では、とり

わけ、非正規労働者の正社員化と均等待遇実現

を、運動の柱に共闘を積み重ねてきた。春闘で

は非正規春闘との位置づけを鮮明に、ストライ

キを配置して処遇改善をめざして取り組んでき

た。春闘時、正社員化・均等待遇を求める署名

を全国で集め、本社に提出してきた。毎年、霞

が関の郵政本社前で、非正規社員みずからがマ

イクを握り、切実な訴えを続けた。非正規問題

での共闘の積み重ねが、組織統一につながる要

因のひとつであったことは間違いない。

このような運動の積み重ねが、前述の亀井大

臣の郵政 10万人正社員化発言につながり、職場

では大いに希望が高まった。2010 年には、それ

まで、非正規社員の中でも月給制社員でないと

応募資格がなかった、正社員への登用試験に、

時給制社員も応募できるようになり、全国で

３万 4098 人が受験した。しかし、最終合格者は

8438 人。その後も、登用試験は続いているが、

2008 年から 2017 年までの 10 年間で、正社員に

登用された人数は僅か２万 9273 人、10 万人には

全く達していない。今なお、郵政職場では 19万
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人余りが非正規雇用で働いている。職場の期待

と社会の要請に、郵政は応えようとはせず、正

社員化への道を固く閉ざしている、と言わざる

を得ない。

非正規社員は正社員と同じ仕事をしているに

もかかわらず、平均年収は 261 万円。正社員と

比べて、１/２～１/３程度になる。１日８時間

雇用としての数字のため、６時間雇用、４時間

雇用となると、さらに収入は下がる。各種手当、

病気休暇や休職制度がない、社宅に入ることが

できない、など著しい格差がある。半年ごとに

行われる雇用契約の更新と、評価制度によって、

会社に対して弱い立場に置かれてしまう。たっ

た１回の遅刻や、軽微な事故が、評価システム

と連動して、次の評価時に、時給を 200 円も下

げられることが行われていた。８時間雇用で時

給 200 円のダウンは、半年間で約 20 万円の減収

になる。半年後の評価で回復する保証もなく、

正社員が同じことをしても同様のペナルティー

はない。こんな理不尽は許せない、と近畿で

2010 年に非正規社員４人が勇気を出して裁判に

立ち上がり、会社の評価制度を変えさせること

につながった。

また、業務の都合や、ミスやトラブルなど、様々

な問題を理由に、非正規社員が、期間満了を理

由に雇止め=解雇される事例も相次いで発生し

ている。郵政ユニオンへの相談が続いている状

態だ。各地での闘いの積み重ねの中で、横浜や

千葉、岡山など、複数の事案で裁判闘争での勝

利、職場復帰、勝利和解を実現してきた。さらに、

人事評価の不当性を追及するため、協約にある

苦情処理制度を活用して、全国の支部、地方本

部も含めて評価結果を変えさせる運動も進んで

いる。

労契法 18条に伴う、通算５年以上雇用更新さ

れている有期雇用労働者の無期転換が 2018 年４

月から実施される。郵政職場では１年半前倒し

となり、2016 年 10 月からすでに実施されており、

現在、グループ全体で約８万人が無期転換となっ

た。雇用継続で弱い立場に置かれている非正規

社員にとって、半年ごとにやってくる雇用の不

安から解放されることの意味は大きい。今後、

ますます、非正規雇用労働者が郵政労働運動の

主役として登場することにつながるはずだ。

郵政職場で、その数や業務上、非正規社員の

占める割合があまりにも大きいことや、この間

の、待遇改善を求める運動の結果、会社として

も早期の無期転換に舵を切らざるを得なくなっ

たと思われる。一方で、無期転換は、休暇など

で前進はあるものの、退職金もなく、基本的な

労働条件は有期雇用と変わらない。均等待遇・

正社員化実現の運動が、このままで終われば、

格差が固定されたままで、一生涯働き続けるこ

とにつながる危険性もある。郵政ユニオンはこ

の無期転換実現を大きな成果としてとらえつつ、

さらに、処遇の改善と正社員への道をつけてい

くことが必要と考えている。

均等待遇・正社員化実現にむけたたたかいと

して、労契法 20条を活用し、日本郵便に対して

東西２つの郵政労働契約法 20条裁判を立ち上げ

た。2014 年５月に東京地裁、６月に大阪地裁に

それぞれ提訴。東京地裁３人、大阪地裁８人の

合計 11人の原告でとりくんでいる。

今回、争点としたのは手当と休暇。年末年始、

正社員には出勤すると１日 4000 円～ 5000 円支

給される手当が、非正規には出ない。夏期・年

末手当は正規、非正規で年間100万円の差がつく。

病気休暇が正社員は有給で90～180日あるのに、

非正規は無給で 10日のみ、病気、けがをしても、

正社員なら、病気休暇のあと休職制度もあり職

場復帰に向けて治療に専念できる環境があるが、

非正規なら直ちに無給に陥り生活困窮に直結す

〈レポート〉郵政における非正規社員の正社員化に向けたとりくみhttps://rodosoken.com/
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る。いざ、という時のために年休をためておく

非正規社員も多いが、それでも、大きなけがや、

病気を患うと、退職せざるを得ない状況に追い

込まれることも多い。

普段の仕事で、正規、非正規が明確に分かれ

て仕事をしているわけではない。日々のシフト

で、雇用形態の違いに関係なく配置される。異

動してきたての不慣れな正社員に、ベテランの

非正規社員が仕事を教えることは、よくある光

景だ。正社員が休んだらそのあとに非正規社員

が応援に入る、その逆もある。同じ仕事をして

いるのに、19 万人の非正規社員は不当な格差を

強いられているのだ。

会社は、裁判の中で、正社員と非正規社員は

役割が違う、正社員には長期雇用のインセンティ

ブ（報奨）がある、などと主張。現場の管理者も、

「非正規社員は地域に責任を持つ意識が少ない」

「非正規社員に営業成績は求めていない」など、

非正規社員を侮辱し、現場実態を無視した証言

が続いた。組合側は、原告と同じ仕事をする正

社員の組合員が証言に立ち、業務内容も責任も

同じ、格差は不合理だと証言した。今の郵政の

諸手当、休暇制度は公務員時代の全員正規職員

だった頃に作られたもの。年末年始勤務手当は、

年末正月という多くの人が休みの期間に、仕事

をすることに対して手当を出したのであって雇

用期間の長短は制度とは関係がない。非正規社

員に制度を適用していないだけの話だ。

東日本裁判の判決が 2017 年９月 14 日、東京

地裁判決で出された。非正規社員に対する格差

を違法と認め、年末年始勤務手当（正社員の８

割）、住居手当（最高２万 7000 円の６割）、冬期

夏期休暇、有給の病気休暇について認める判決

を下した。地位確認、賃金としての支払いは棄却、

損害賠償請求を容認する判決となった。双方控

訴し高裁でのたたかいが始まる。2018 年２月 21

日には大阪地裁で西日本裁判の判決がでる。

東日本裁判では、管理者、役職者ではなく転

居を伴う異動、昇進のない郵政版地域限定社員

ともいうべき「一般職」に比較の対象を絞り込

めたこと、訴えた手当、休暇一括ではなく、個

別に判断されたこと、職務内容に応じて割合で

表されたこと、病気休暇の違法性が認められた

点など判決の特徴があった。西日本裁判では、

家族手当も求めている。東日本裁判をさらに上

回る判決を勝ち取るために運動を強めていくこ

とが求められている。

今回の裁判で、会社側代理人は、東西とも、

日本の４大法律事務所のひとつといわれる森・

濱田松本法律事務所がでてきた。もちろん、こ

ちらも最強の弁護団と原告、組合でたたかう体

制をつくっている。この裁判は、単に日本郵便

を相手にした企業内の争いにとどまらない。郵

政 19万人非正規社員の格差是正を前に一歩でも

進めること、日本社会における非正規雇用労働

者の格差是正に繋がるものと確信をもって、郵

政 20条裁判の勝利に向けて奮闘する決意だ。
（かもん　かずひろ・郵政産業労働者ユニオン

中央本部副執行委員長）
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